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新年度が近づいて参りました。新卒や中途に関わらず、ヒトの異動が活発になる時期ではないでし

ょうか。人財が入社すれば、ヒトへの投資、教育のことも考えて行かれることと思います。また、組

織はヒトの集合ですから、人財育成は企業発展に不可欠と言えそうです。今月はそんな”未来費用”を後

押しする「人材開発助成金（人材育成支援コース）」をご紹介いたします。 

 

☆人材開発支援助成金（人材育成支援コース）とは 

 人材開発支援助成金とは、事業主が社員に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能の習得

をさせるために職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助

成する制度です。この助成金は 4 つのコースがあり、そのうち「人材育成支援コース」では、①10 時

間以上の OFF-JT、②新卒者等のために実施する OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練、③有期契約労

働者等の正社員転換を目的として実施する OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練、が助成対象となりま

す（教育訓練を受ける社員は雇用保険の被保険者である必要があります）。 

 

☆助成額・助成率 

 
※（）は中小企業以外の助成額・助成率 

※厚生労働省「人材開発支援助成金」令和７年 4 月 16 日 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html 

 

☆手続きの流れ 

 
 

・推進者の設置

・計画作成

・管轄の労働局またはハ
ローワークへ電子/郵送申請

※訓練開始の6ヶ月前～1ヶ
月前まで

・計画に沿って訓練実施
・終了後2ヶ月以内に必要な
申請書類を提出し受給

未来費用を後押し！教育訓練費を助成する「人材開発支援助成金」 


